
上場株式の譲渡益への課税額の比較
（所得が上場株式の譲渡所得のみの夫婦子ども2人の世帯 1億円、10億円、100億円のケース）

（注）各国とも株式の保有期間が1年超の場合。日本、ドイツ、フランスは分離課税。英国は段階的課税方式を採用する分離課税。米国は
段階的課税方式を採用する分離課税である連邦税と総合課税の州税・地方政府税の組み合わせ。段階的課税方式、総合課税については、
いずれも高額所得者であるため、最高税率が適用されている。

出典）財務省提出資料をもとに小池晃事務所作成 2026年6月16日 参議院財政金融委員会 日本共産党 小池晃 資料

日本 米国
(ニューヨーク市)

英国 ドイツ フランス

税率（％） 20.3 34.8 24 26.4 31.4

１億円の世帯（円） 1,983万 3,322万 2,339万 2,628万 3,860万

10億円の世帯（円） 3億244万 4億4,205万 2億3,939万 2億6,366万 3億8,600万

100億円の世帯（円）34億8,020万 46億1,663万 23億9,939万 26億3,741万 38億6,000万
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